
 

 

 成年後見制度とは？ 

 成年後見制度には、どのような種類があるのか？ 

 法定後見制度の「後見」「保佐」「補助」はどのような違いがあるのか？また、後

見人等にはどのような権限があるのか？ 

 法定後見制度を利用するためにはどうすればいいのか？ 

 申立てに必要な書類や費用などは、どうすればいいのか？ 

 法定後見制度の手続きの流れはどのようになるのか？ 

 成年後見人等にはどのような人が選ばれるのか？ 

 成年後見人等の役割は何か？ 

 成年後見人等でもできないことはあるのか？ 

 成年後見人等の任期はいつまでか？ 

 任意後見制度とは、どのような制度か？また、どのくらいの費用がかかるのか？ 

 

 

 

 

  

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方

の権利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶことで、それらの方を法律的に支援

する制度です。平成 12 年の民法改正により制度化されました。 

 旧制度の「禁治産」及び「準禁治産」の宣告を受けている方は、平成 12 年４月か

らそれぞれ、「成年被後見人」「被保佐人」とみなされます。 

 

 

 

 

任意後見制度 （判断能力が不十分になる前に） 

将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をして

もらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。 

 

法定後見制度 （判断能力が不十分になってから） 

家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）

成年後見制度とは？ 

 

成年後見制度には、どのような種類があるのか？ 

成年後見制度 Ｑ＆Ａ 



が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判

の申立てをします。 

本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の３つの制度が利用できます。 

 

 

 

 

 

「後見」に該当するのは、判断能力がほとんどない方です。 

成年後見人の権限⇒財産管理についての全般的な代理権、取消権が与えられます。 

※成年被後見人（本人）には、医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位

を失う、印鑑登録ができなくなる、選挙権を失うなどの制限があります。 

 

「保佐」に該当するのは、判断能力が著しく不十分な方です。 

保佐人の権限⇒特定の事項について、同意や取消しができます。 

本人が同意した事柄についての代理行為を行うことができます。 

※被保佐人（本人）には、医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失

うなどの制限があります。 

 

「補助」に該当するのは、判断能力が不十分な方です。 

補助人の権限⇒本人が同意した事柄について、同意や取り消し、代理行為を行うこと

ができます。 

※ 申立てには本人の同意が必要です。資格に関する制限はありません。 

 

 

 

 

◎ 法定後見は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。 

◎ 申立てができる人は、本人、配偶者、四親等以内の親族などに限られています。 

◎ 誰を成年後見人や保佐人・補助人にするかは、家庭裁判所が決めます。 

◎ 申立てる人がいない時（注）は、市町村長が申立てます。 

 （注：親族に虐待されている場合など、親族の協力が得られない場合にも市町村長が申立

てることができます。） 

 

 

 

法定後見制度の「後見」「保佐」「補助」はどのような違いが
あるのか？また、後見人等にはどのような権限があるのか？ 

 

法定後見制度を利用するためにはどうすればいいのか？ 

 



 

 

 

◎ 申立ての用紙は家庭裁判所に備え付けてあります。 

◎ 申立てに必要な書類や費用のうち、主なものは次のとおりです。 

・ 申立書 

・ 診断書（成年後見用） 

・ 申立手数料（１件につき８００円の収入印紙） 

・ 登記印紙（４，０００円） 

・ 郵便切手（※額については、申立てをする家庭裁判所に確認してください。） 

・ 申立人や本人の戸籍謄本 

・ 本人の登記されていないことの証明書 

・ 鑑定料（本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を

行うことがあります。鑑定料の額は個々の事案によって異なります。鑑定料は予

め納付することが必要です。） 

※ 大阪家庭裁判所の場合は、10 万円ですが実際の鑑定料との差額は返還されま

す。 

 

◎ 成年後見人等の報酬については、成年後見人等からの報酬付与の申立てに基づき

成年後見人等の活動内容、本人の収入や資力を勘案し、家庭裁判所が決定します。 

 

 

 

法定後見制度の手続き

監督

本人

申立て

本人、配偶者、４親等内の親
族、他の類型の援助者・監督
人、検察官、任意後見受任者、
任意後見人、任意後見監督人、
市町村長など

法定後見の３つの類型
後見・・・本人に判断能力がほとんどない場合
保佐・・・本人の判断能力が著しく不十分な場合
補助・・・本人の判断能力が不十分な場合

（軽度の知的障がい、軽度の認知症、軽度の精神障がい等）

財産管理

家庭裁判所

成年後見人等
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成年後見
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申立てに必要な書類や費用などは、どうすればいいのか？ 

 

法定後見制度の手続きの流れはどのようになるのか？ 

 



 

 

 

 

◎ 成年後見人等には、家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任します。 

◎ 本人が必要とする支援の内容によっては、申し立ての際に挙げられた候補者以外

の方（弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家や、法律又は福祉に関わる法人

など）を選任することもあります。 

  ※例えば、親族間に本人の財産に関して紛争が予想される場合などには、親族が申立て

ても第三者が後見人になることがあります。 

 

 

 

◎ 成年後見人等の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況

に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりする

ことによって、本人を保護・支援することです。 

◎ 成年後見人等の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限

られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の仕事ではあり

ません。 

◎ 成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の

監督を受けることになります。 

 

 

 

• 一身専属的なこと（遺言など） 

身分行為（婚姻、離婚、養子縁組など） 

医療行為の同意（手術など） 

• 本人の債務の保証人になること 

• 身柄を引き取ること（身元保証人となること）    など 

 

 

 

 

◎ 通常、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、亡くなるまで、成年

後見人等としての責任を負います。 

◎ 成年後見人等を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となり、正当な事由があ

る場合に限られます。 

 

 

成年後見人等にはどのような人が選ばれるのか？ 

 

成年後見人等の役割は何か？ 

 

成年後見人等の任期はいつまでか？ 

 

成年後見人等でもできないことはあるのか？ 

 



 

 

 

◎ 任意後見制度は、本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態

になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人（任意後見人）に、自分

の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約（任意後

見契約）を公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。 

 

◎ 契約の効力は、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見人を監

督する任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。この

手続きを申立てることができるのは、本人やその配偶者、任意後見受任者、四親

等内の親族などです。 

 

◎ 費用について 

・ 公正証書作成の基本手数料（１１，０００円） 

・ 登記嘱託手数料（１，４００円） 

・ 登記所に納付する印紙代（４，０００円） 

・ その他（本人に交付する正本等の用紙代、登記嘱託書郵送用の切手代など） 

 

◎ 任意後見人の報酬については、本人と任意後見受任者との間で契約時にあらかじ

め決めておきます。 

 

 

任意後見制度の手続き

任意後見監督人

判断能力が低下したら申立

家庭裁判所

選任

監督

もしもの時は・・・
○○をお願いします

公正証書の作成 法務局

登記

契約 任意後見人（受任者）本人

 

 

任意後見制度とは、どのような制度か？ 
また、どのくらいの費用がかかるのか？ 

 


